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国
の
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
て
い

る
方
の
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
割
合
や
自
己

負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
負
担
区
分
判
定
基
準
も
一

部
変
わ
り
ま
す
。
併
せ
て
、
負
担
の
急
激
な
増
加
を
緩
和
す
る
た

め
の
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

▼
老
人
保
健
対
象
者

昭
和
7
年
9
月
30
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
お
よ
び
65
歳
以
上
で

一
定
の
障
害
（
※
注
1
）
の
あ

る
方

※
注
1

身
体
障
害
者
手
帳
1
〜

3
級
、
4
級
の
一
部
、
療
育
手

帳
A
判
定
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
1
級
を
お
持
ち
の
方

一
定
以
上
所
得
者
（
現
役
並
み

所
得
の
あ
る
方
）
の
自
己
負
担
割

合
は
、次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

※
次
ペ
ー
ジ
の
負
担
区
分
判
定
基

準
で
一
般
お
よ
び
低
所
得
者

Ⅰ
・
Ⅱ
の
方
は
1
割
負
担
で
変

わ
り
ま
せ
ん
。

療
養
病
床
に
入
院
す
る
高
齢
者

（
長
期
入
院
者
）
に
つ
い
て
は
、

今
回
の
改
正
で
食
費
と
居
住
費
を

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
負
担
区
分

に
よ
り
負

担
額
は
次

の
と
お
り

変
わ
り
ま

す
。

自
己
負
担
割
合

平
成
18
年
10
月
1
日
か
ら
3
割

平
成
18
年
9
月
30
日
ま
で
2
割

■自己負担限度額（1カ月当たり）
平成18年9月まで ※（経）は経過措置対象者で平成18年8月から

区　　　分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

一定以上所得者 40,200円 72,300円＋＜医療費－361,500円＞×1％
（40,200円）

一定以上所得者　※（経） 12,000円 40,200円
一　　　　　般 12,000円 40,200円
低　所　得　者
（市民税非課税） 8,000円

24,600円
15,000円

蛬
平成18年10月から　 ※　　　は改正部分　※（経）は経過措置対象者

蠡
蠢

区　　　分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

一定以上所得者 44,400円 80,100円＋＜医療費－267,000円＞×1％
（44,400円）

一定以上所得者　※（経） 12,000円 44,400円
一　　　　　般 12,000円 44,400円
低　所　得　者
（市民税非課税）

蠡
8,000円

24,600円
蠢 15,000円

※（ ）内の金額は、多数該当（過去1年に3回以上高額医療費の支給を受け4回目以降の支給に
該当）の場合

※低所得者には経過措置対象者を含む

平
成
18
年
10
月
1
日
か
ら

食
費
＋
居
住
費
を
負
担

5
2
、
0
0
0
円（
月
額
）

平
成
18
年
9
月
30
日
ま
で

食
材
料
費
相
当
を
負
担

2
4
、
0
0
0
円（
月
額
）

蛞

療
養
病
床
に
入
院
す
る

場
合
の
食
費
・
居
住
費

の
負
担
が
変
わ
り
ま
す

老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
受
給
者
の

患
者
負
担
が
変
わ
り
ま
す
　

老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
受
給
者
の

患
者
負
担
が
変
わ
り
ま
す
　

蛞
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個
人
ご
と
、
ま
た
は
世
帯
ご
と

の
限
度
額
を
超
え
て
支
払
わ
れ
た

分
は
、
申
請
に
よ
り
高
額
医
療
費

と
し
て
支
給
し
ま
す
。

ま
た
、
入
院
の
場
合
、
低
所
得

者
Ⅰ
お
よ
び
Ⅱ
の
基
準
に
よ
り
医

療
費
の
減
額
を
受
け
る
た
め
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
機
関
に

認
定
証
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
入
院
さ
れ
る
前
に

「
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
証
を
提

示
す
る
と
、
併
せ
て
食
事
代
の
標

準
負
担
額
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
外
来
で
受
診
さ
れ
た
場

合
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
は
医

療
費
の
1
割
、
ま
た
は
2
割
（
10

月
1
日
か
ら
は
3
割
）
を
支
払
っ

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
健
康
保
険
証

・
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証

・
振
込
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

（
郵
便
局
以
外
）（
高
額
医
療
費

支
給
申
請
の
み
）

・
過
去
1
年
以
内
の
入
院
時
の
領

収
書（
減
額
認
定
申
請
の
み
で
、

該
当
が
あ
れ
ば
入
院
日
数
確
認

の
た
め
必
要
）

・
印
鑑

※
既
に
「
老
人
保
健
高
額
医
療
費

支
給
申
請
書
」
を
提
出
さ
れ
て

い
る
方
は
内
容
に
変
更
が
な
い

限
り
改
め
て
申
請
書
を
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
18
年
度（
平
成
17
年

分
）の
所
得
の
確
定
に
伴
い
、

8
月
1
日
か
ら
負
担
割
合

が
変
わ
る
方
お
よ
び
一
定

以
上
所
得
者
に
つ
い
て
は
、

受
給
者
証
の
更
新
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
該
当
者
に

は
、
7
月
下
旬
に
通
知
し

ま
す
の
で
期
限
ま
で
に
更

新
を
お
願
い
し
ま
す
。

8
月
1
日
か
ら
一
定
以
上
所
得

者
に
該
当
す
る
方
の
受
給
者
証
の

一
部
負
担
金
の
割
合
の
欄
は
、
10

月
か
ら
負
担
割
合
が
変
わ
る
た

め
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
一
定
以
上
所
得
者
の
経

過
措
置
対
象
者
に
は
、
欄
外
に

『
自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」
適

用
』
と
表
示
さ
れ
ま
す
。

※
「
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
つ

い
て
も
8
月
か
ら
更
新
が
必
要
に

な
り
ま
す
。既
に
お
持
ち
の
方
で
、

8
月
以
降
も
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
後
日
更
新
の
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
な
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
せ

市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

■負担区分判定基準（平成18年8月から） ※（経）は経過措置対象者
区　　　　分 対　　　象　　　者

一定以上所得者

・課税所得145万円以上の受給者およびその方と同一世帯の受給者
・70歳以上で課税所得145万円以上の方と同一世帯の受給者
（ただし、判定対象者の年収合計が高齢者複数世帯で520万円未満、単身世帯
で383万円未満の場合は申請により「一般（1割）」の区分となります）

一定以上所得者　※（経）

上記一定以上所得者の内
・課税所得145万円以上213万円未満の受給者およびその方と同一世帯の受給者
・70歳以上で課税所得145万円以上213万円未満の方と同一世帯の受給者
・判定対象者の年収合計が高齢者複数世帯で520万円以上621万円未満、単身世
帯で383万円以上484万円未満の受給者

低 所 得 者 蠡 ・市民税非課税世帯の受給者

低 所 得 者 蠡　※（経） ・税法上の経過措置対象者と同一世帯の市民税非課税である受給者

低 所 得 者 蠢
・市民税非課税世帯で世帯員の各所得が「0円」
（公的年金については控除額を80万円とする）
・市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

低 所 得 者 蠢　※（経） ・税法上の経過措置対象者と同一世帯の市民税非課税である老齢福祉年金受給者
・税法上の経過措置対象者である老齢福祉年金受給者

一　　　　　般 上記以外

※経過措置期間　平成18年8月から2年間（判定は、年度ごとに行う）
※低所得者蠢※（経）・蠡※（経）は、同一世帯に経過措置対象者以外に市民税課税者がいない場合
※税法上の経過措置対象者は、前年の合計所得金額125万円以下で、平成17年1月1日現在で65歳以上の方

■入院時の食事代（1食当たり）

一般 260円

低所得者蠡
（過去の入院
日数による）

210円

低所得者蠢 100円

90日以下

90日超 160円

受
給
者
証
な
ど
の
更
新
に
つ
い
て
（
8
月
か
ら
更
新
）

高
額
医
療
費
支
給
申
請
、
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
申
請
に
つ
い
て


